
道
路
管
理
者
が
土
地
の
明
渡
し
を
求
め
た
事
例

-
一般
国
道
一
六
一
号

(湖
北
バ
イ
パ
ス
)
土
地
明
渡
請
求
事
件

へ最
高
裁
〉
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良

敦
之

の
保
管
が
な
さ
れ
て
お
り
、
道
路
敷
地
で
あ
る
土
地
の
権

原
が
道
路
管
理
者
に
よ
っ
て
適
正
に
取
得
等
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
事
態
は

(筆
者
の
調
べ
た
限
り
で
は
)
な
い

(本
事
案
で
も
国
の
主
張
が
全
面
的
に
認
容
さ
れ
て
い

る
。
)
。

国
等
が
所
有
す
る
土
地
で
あ
っ
て
も
占
有
を
継
続
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
時
効
取
得
が
認
容
さ
れ
た
有
名
な
判
例

(昭
和
五
一
年
一
二
月
二
四
日
最
高
裁
)
も
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
よ
う
道
路
管
理
に
当
た
っ
て

は
、
官
民
境
界
を
常
に
明
確
に
把
握
し
、
日
頃
の
パ
ト
ロ

ー
ル
に
よ
っ
て
、
不
法
占
有
等
の
発
見
に
努
め
る
こ
と
も

重
要
で
あ
る
。
本
事
例
紹
介
に
よ
り
、
土
地
の
所
有
権
等

を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
裁
判
所
で
如
何
な
る
事
実
を
採

用
し
、
如
何
な
る
判
断
を
す
る
の
か
、
そ
の
典
型
例
と
し

て
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

裁
判
の
経
過

平
成
一
三
年
三

月

七
日

提
訴

(原
告
…
国
、
被
告

"私
人
)

一
四
年
三

月
二
七
日

は
じ
め
に

本
件
は
、
一
般
国
道
一
六
一
号

(湖
北
バ
イ
パ
ス
)
の

平
成
一
〇
年
四
月
に
暫
定
供
用
し
た
区
間

(
一
･
八
蝿
)

に
存
す
る
土
地

(別
図
A
･
B
の
土
地

(以
下

｢本
件
街

地
｣
と
い
う
)
に
つ
い
て
、
原
告

(国
)
が
、
被
告
ら
に

対
し
、
所
有
権
に
基
づ
く
土
地
の
明
渡
し
を
求
め
た
事
例

で
あ
る
。

本
件
の
争
点
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
別
図
に
示
さ
れ
た
A
･

B
の
土
地
の
部
分
、
と
り
わ
け
、
A
の
土
地
の
所
有
権
が

国
に
あ
る
か
否
か
、
被
告
が
占
有
し
続
け
た
場
合
に
時
効

取
得
は
認
め
ら
れ
る
か
の
二
点
で
あ
る
。
本
セ
ミ
ナ
ー
の

訴
訟
事
例
紹
介
に
お
い
て
、
土
地
の
所
有
権
等
を
争
点
と

す
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
至
極
稀
な
こ
と
で
は
あ

る
が
、
全
国
の
道
路
管
理
に
お
い
て
、
事
業
中
の
も
の
か

ら
供
用
後
の
も
の
に
至
る
ま
で
、
土
地
の
所
有
権
等
の
確

認
等
を
求
め
る
事
案
は
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
る
。

道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
登
記
簿
等
権
原
を
明
確
に
示

す
書
面
等
を
根
拠
に
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
他
は
な

い
が
、
従
来
の
同
種
の
訴
訟
を
見
て
も
、
的
確
に
書
面
等

大
津
地
裁

(請
求
認
容
)

八
月
二
九
日

一
五
年

大
阪
高
裁

(
一
審
支
持
)

一
六
年

一
月
三
〇
日

最
高
裁

(上
告
棄
却

(不
受
理
))

裁
判
所
の
判
断

(地
裁
･
高
裁
同
旨
)
[概
要
]

争
点
1

1

当
事
者
双
方
が
提
出
し
た
証
拠
及
び
被
告
本
人

及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
下
記
の
事
実
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
ア

本
件
係
争
地
付
近
に
お
い
て
、
昭
和
三
九

年
か
ら
、
国
土
調
査
法
に
基
づ
く
地
籍
調
査

が
行
わ
れ
、
そ
の
調
査
に
基
づ
き
地
籍
図
が

作
成
さ
れ
た
。

イ

原
告

(国
)
は
、
一
般
国
道

一
六
一
号

(湖

北
バ
イ
パ
ス
)
改
築
工
事

(以
下

｢本
件
工

事
｣
と
い
う
。)
に
必
要
な
事
業
用
地
を
買
収

す
る
に
当
た
っ
て
、
前
記
地
籍
図
を
合
成
し
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
昭
和
六

一
年

一
二
月
、

｢用
地
実
測
平
面
図
｣
を
作
成
し
た
。
こ
の

｢用
地
実
測
平
面
図
｣
に
各
測
点
間
の
辺
長
を

記
入
し
た
も
の
が
、
別
図

(
一
部
簡
略
)
で

62 道イテセ 2004,10

本
件
係
争
地
別
図
A
･
B
の
土
地
の
部
分
は
、
誰
の

所
有
す
る
も
の
か
。



あ
る
。

の

原
告
は
、
本
件
工
事
に
必
要
な
事
業
用
地
と
し

て
、
昭
和
六
三
年
六
月
三
日
に
訴
外
甲
ら
か
ら

本
件
土
地
B
周
辺
の
土
地
を
、
平
成
六
年
三
月

一
五
日
に
訴
外
乙
か
ら
本
件
土
地
A
周
辺
の
土

地
を
そ
れ
ぞ
れ
買
収
し
た
。

③
ア

訴
外
乙
ら
は
、
平
成
三
年
二
月
一
二
日
、
残

地
と
な
っ
た
485
番
1
を
、
現
状
有
姿
、
公
簿
取

弓
の
特
約
で
、
訴
外
丙
に
売
り
渡
し
た
。

同
土
地
に
つ
い
て
は
、
訴
外
丁
か
ら
被
告
に

売
買
の
話
が
持
ち
か
け
ら
れ
、
被
告
は
S
名
義

で
買
い
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
中
間
省
略
登
記

の
方
法
に
よ
り
、
平
成
三
年
三
月
二
〇
日
、
同

日
売
買
を
原
因
と
し
て
、
訴
外
乙
か
ら
s
に
所

有
権
移
転
登
記
手
続
が
な
さ
れ
た
。

イ

訴
外
乙
ら
は
、

485
番
1
に
つ
い
て
は
三
0
年

前
に
国
土
調
査
法
に
基
づ
く
地
籍
調
査
が
行
わ

れ
、
法
務
局
と
町
役
場
に
そ
の
成
果
図
が
あ
る

の
で
、
そ
れ
を
基
に
、
前
記
ア
の
売
買
に
お
い

て
公
簿
で
取
引
し
、
現
地
で
買
い
手
や
隣
接
土

地
所
有
者
ら
と
境
界
の
確
認
を
し
て
い
な
い
。

被
告
は
S
名
義
で
訴
外
乙
ら
か
ら
458
番
1
を
買

い
受
け
た
際
、
訴
外
乙
ら
の
立
会
を
得
て
現
地
で

458
番
1
に
つ
い
て
指
示
説
明
を
受
け
た
等
の
被
告

の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

ま
た
、
被
告
は
、
原
告
主
張
に
か
か
る
図
面
に

②

は
現
地
と
図
面
と
を
対
応
さ
せ
る
た
め
の
確
か
な

基
点
が
摘
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
同
図
面
を
も

っ
て
、
本
件
係
争
地
が
本
件
各
土
地
の
一
部
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
旨
主
張
す
る
。
し
か
し
、
国
土

調
査
法
に
基
づ
く
地
籍
調
査
は
、
毎
筆
の
土
地
に

つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
、
地
番
及
び
地
目
の
調
査

並
び
に
境
界
及
び
地
籍
に
関
す
る
測
量
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
地
図
及
び
簿
冊
に
作
成
す
る
も
の
で

あ
り
(国
土
調
査
法
二
条
一
項
三
号
、同
条
五
項
)、

上
記
地
図
及
び
簿
冊
に
示
す
地
点
の
位
置
は
、
地

理
学
的
経
緯
度
、
平
面
直
角
座
標
系
に
よ
る
平
面

直
角
座
標
値
若
し
く
は
平
均
海
面
か
ら
の
高
さ

で
、
又
は
こ
れ
ら
を
併
用
し
て
、
表
示
す
る
も
の

と
す
る

(同
法
二
条
六
項
、
同
法
施
行
令
二
条
一

項
)
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
土
調
査
法
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
た
地
籍
調
査
の
成
果
と
し
て
作
成
さ
れ

た
地
籍
図
に
は
、
い
わ
ゆ
る
現
地
復
元
能
力
が
認

め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
相
当
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
地
籍
図
を
合
成
し
、
こ
れ
を
踏
ま

え
て
作
成
さ
れ
た
用
地
実
測
平
面
図
が
、
現
地
と

の
対
応
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
ず
、
こ
の
点
に
関
す
る
上
記
被
告
ら
の
主
張
は

失
当
で
あ
る
。

3

し
た
が
っ
て
本
件
係
争
地
は
、
原
告
所
有
に
係
る

土
地
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る

(参
考
)。

1
Q

被
告
が
平
成
三
年
三
月
こ
ろ
か
ら
フ
ェ
ン
ス
を

設
置
す
る
な
ど
し
て
、
平
成
五
年
三
月
か
ら
自
動

車
を
駐
車
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
485
番
1

(土
地
A
の
部
分
)
を
占
有
し
て
い
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。

②

485
番
1

(全
土
地
A

･
C

･
D
)
に
つ
い
て
は
･

抵
当
権
者
で
あ
る
日
本
住
宅
金
融
株
式
会
社
の
申

立
て
に
よ
り
競
売
開
始
決
定
が
な
さ
れ
、
平
成
一

二
年
七
月
二
七
日
に
訴
外
F
が
競
売
に
よ
る
売
却

に
よ
っ
て
こ
れ
を
取
得
し
た
こ
と
、
訴
外
F
は
、

485
番
1

(土
地
A
の
部
分
)
を
使
用
す
る
こ
と
な

く
、
被
告
に
こ
れ
を
無
償
で
使
用
さ
せ
て
い
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

被
告
は
平
成
三
年
三
月
頃
に
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
す

る
な
ど
し
て
、
土
地
A
の
占
有
を
開
始
し
た
こ
と
に

つ
い
て
近
隣
の
土
地
所
有
者
か
ら
何
ら
の
異
議
を
出

な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
占
有
の
開
始
に
過
失
が

な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
争
点
l
で
掲
げ
た
と
お
り
、
被

告
は
訴
外
乙
の
立
会
を
得
て
指
示
説
明
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
近
隣
の
所
有

者
ら
が
被
告
に
よ
る
土
地
A
の
占
有
を
知
っ
て
い
た



(参考) 当事者の主張のポイント (時効取得を除く)

か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
、
近
隣
の
所
有
者

ら
か
ら
異
議
が
出
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
被
告

が
土
地
A
の
占
有
の
開
始
に
土
地
A
が
485
番
1
に
含

ま
れ
る
と
信
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
他
に
被
告
に
よ
る

土
地
A
の
占
有
の
開
始
の
際
の
無
過
失
を
認
め
る
に

足
り
る
的
確
な
証
拠
も
な
い
。

3

し
た
が
っ
て
、
時
効
の
援
用
権
者
に
つ
い
て
判
断

す
る
ま
で
も
な
く
、
被
告
の
時
効
取
得
の
抗
弁
に
は

理
由
が
な
い
。

原告 (国) の主張 被告の主張

I1 本件係争地 (土地A , B 川こついて‘ 臼 土地A について!
圏 もともと、 本件係争地 (土地 A ･ B )

は、 F 所有名義の485番 1 の一部であって、
原告 (国) の所有に係るものではない。

圓 485番 1は、 平成 3 年 2月、 被告が訴外
中から S 名義で購入し、 平成 5年に抵当
権者である日本住宅金融株式会社が競売
を申立て、 平成12年 7月、 F が競売によ
る売却により取得した (訴外甲から被告
が S名義で取得した際、 甲らの立会を得
て481番 1について指示説明を受けた)。

圓 以降、 F から被告は同土地の使用を旨み;
され (479‐1との境界を示すフェンスの存

続も許可されている。)、 被告が占有して
きた。

2 土地B についてi
圏 485番 1に隣接する三角形の地B の部分
は、 485番 2として、原告に分筆譲渡され
た土地であり、 この三角形の土地が除か
れているところが485番 1 の特徴である。

3 結論-
本件係争地のうちB の土地は、 485番 1の
一部であり、原告所有の土地ではない。

鬮 近畿地方建設局滋賀国道工事事務所
は、 本件工事に必要な事業用地を買収す
るに先立ち、昭和6l年12月、 国土調査法
に基づき作成された地籍図を踏まえて
｢用地実測平面図｣ を作成した。

圓 この地籍調査については、 測量又は
調査上の誤り、 誤差が認められず、昭和
43年にその成果が認証されたものであり
(同法19条 2項)、これに基づいて作成さ
れた地籍図は、現地指示能力及び現地復
元力が認められるものであるから、さら
にこれを踏まえて作成された ｢用地実測
平面図｣ は、 485番 1の形状、 面積を正

確に表示したものである。
圓 また、 地籍測量図は、 当該土地の隣
接所有者等の立会を求めて筆界点を確認
した上で測量をして作成されるのであ
り、 本件係争地に係る地籍測量図に記載
されている辺長は別図における各々の辺

長と一致している。
さらにこの地籍測量図をこれらの付

近に係る地籍図合成図に重ね合わせると
概ね一致する。

加えて、 航空写真を見ても国道16l号
の道路敷及び周辺土地の現況も一致す
る。

2 結論i
本件係争地は原告所有の土地である。

圏 もともと、 本件
は、 F 所有名義の4
原告 (国) の所有も

圓 485番 目ま、 平城

中から S 名義で購
権者である日本住
を申立て、 平成12
る売却により取得
が S名義で取得し
て481番 1 について

圓 以降、 F から被
され (479‐1との境

続も許可されてい
きた。

2 土地 B について

(土地取引の経過概要)
1 土地A

訴外乙 → 国 (H 63 )

2 土地B

訴外甲 → 国 (S 636 )

1 土地A

訴外乙→訴外丙→被告 (S名義) (H 3.2)

↑
日本住宅金融競売申立 (H 5)

↓
訴外F (競売により取得) (H 12)

↓
被告 (占有を許可され使用)

2 土地B

所有は国であることに争いなし。
(但し、 485番 1の分筆地)

よ
っ
て
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
あ
る
か
ら
こ
れ
を
認

容
し
、
訴
訟
費
用
に
つ
き
民
事
訴
訟
法
六
一
条
、
六
五
条

を
適
用
し
て
、
主
文

(被
告
は
本
件
係
争
地
と
原
告
に
明

け
渡
せ
等
)
の
と
お
り
判
決
す
る
。

け を 容
渡 適 し よ
せ 】 、 つ 『

て 縞
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479 4
被

告
主

張
境

界

注
)

土
地

A
を
被
告
が
駐
車
場
の
用

に
供

し
占
用

し
て
い
る
。

485 番
1
と
は
、

A
+

C
+
D
と
土
地
と
被
告
は
主
張
。

別
図




